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業者収集ごみ搬入手数料改定周知啓発 

動画①「業者収集ごみ搬入手数料改定について」 

 

 

【スライド１枚目】（０秒～１０秒） 

 業者収集の「ごみ搬入手数料」の改定について、京都市からのお知らせです。 

 

【スライド２枚目】（１１秒～３９秒） 

 京都市では、事業活動に伴って生じたごみを、市の処理施設で受け入れる時、焼却から埋

立まで、ごみを処理するための「ごみ搬入手数料」を事業者の皆様にお支払いいただいて

います。 

ごみ搬入手数料は、ごみを排出する事業者のごみ処理料金から許可業者を通じて間接的に

お支払いいただいています。 

 

【スライド３枚目】（４０秒～１分５秒） 

 京都市では、市民・事業者の皆様の御理解と御協力のもと、ごみの減量にあわせて経費の

削減を進め、ごみの処理費用は１００㎏当たり約２，０００円まで削減してきましたが、

現在、この処理費用を手数料だけでは賄いきれず、差額を公費で負担しています。 

 

【スライド４枚目】（１分６秒～１分３５秒） 

 このような状況から「排出事業者責任」に基づく、手数料の適正化を図るとともに、更な

るごみの減量や民間リサイクルを推進するため、現行の１００ｋｇまでごとに１，０００

円から１０ｋｇまでごとに１５０円に手数料を改定します。つまり、１００ｋｇの場合は、

１，５００円になります。 

 

【スライド５枚目】（１分３６秒～１分４２秒） 

 皆様の御理解・御協力をお願いします。 


